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●
多
様
な
都
市
政
治
ア
ク
タ
ー
の
出
現

中
国
で
は
、
一
九
七
八
年
末
に
「
改
革
開
放
」

と
い
う
名
の
事
実
上
の
資
本
主
義
・
市
場
経
済
の

導
入
が
決
定
さ
れ
、
一
九
九
二
年
に
は
、
資
本
主

義
に
い
っ
そ
う
傾
斜
し
た
「
社
会
主
義
市
場
経

済
」
路
線
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
自
由
な
競
争
を
伴

う
資
本
主
義
経
済
は
、
社
会
経
済
的
利
害
関
係
を

複
雑
な
も
の
へ
と
変
え
た
。
ま
た
、
共
産
主
義
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
正
統
性
は
資
本
主
義
的
な
経
済
成

長
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
、
唯
一
絶
対
的
な
価
値
観
た

り
え
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
育
水
準
の
向
上

と
海
外
情
報
の
流
入
が
続
き
、
市
民
・
住
民
・
消

費
者
と
し
て
の
権
利
意
識
や
環
境
保
護
意
識
な
ど

が
広
が
り
、
価
値
観
の
多
様
化
が
起
き
た
。
諸
々

の
経
済
的
利
害
や
価
値
観
に
基
づ
い
た
様
々
な
社

会
集
団
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。
多
様
な
利
害
や
価

値
観
を
持
つ
個
人
と
社
会
集
団
を
包
摂
す
る
多
元

的
社
会
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

政
治
面
で
は
依
然
と
し
て
中
国
共
産
党
（
以
下
、

中
共
）
に
よ
る
一
党
支
配
が
続
い
て
い
る
が
、
支

配
の
内
実
は
経
済
の
自
由
化
に
伴
い
、
全
面
的
統

制
を
行
う
全
体
主
義
的
な
も
の
か
ら
、
特
定
の
政

治
領
域
以
外
で
は
統
制
が
比
較
的
緩
や
か
な
権
威

主
義
的
な
も
の
へ
と
弛
緩
し
た
。
そ
し
て
、
か
つ

て
党
・
国
家
機
関
や
そ
の
政
治
エ
リ
ー
ト
と
い
っ

た
国
家
側
政
治
ア
ク
タ
ー
に
事
実
上
独
占
さ
れ
て

き
た
政
治
的
意
思
決
定
に
、
多
様
な
利
益
集
団
・

圧
力
団
体
や
個
人
が
、
権
威
主
義
体
制
下
で
も
許

さ
れ
た
制
度
的
あ
る
い
は
非
制
度
的
チ
ャ
ン
ネ
ル

を
通
じ
て
影
響
を
与
え
る
ケ
ー
ス
が
出
現
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
個
人
や
集
団
を
社
会
的

政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
、
産
業
活
動
が
活
発

な
都
市
（
非
農
村
地
域
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
が
出
現
し
つ
つ
あ
り
、
彼

ら
は
い
か
な
る
方
法
で
政
治
参
加
を
果
た
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
主
要
部
は
拙
稿
「
社
会
側
政
治

ア
ク
タ
ー
と
そ
の
行
動
の
諸
類
型
」（
参
考
文
献

①
）
の
一
部
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
な
現
代
中
国
に
お
け
る
社

会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
の
様
相
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら

も
参
照
さ
れ
た
い
。

●
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
の
類
型

⑴
階
層
と
個
人

社
会
経
済
的
変
化
に
よ
っ
て
数
的
、
質
的
に
影

響
力
を
増
し
た
と
思
わ
れ
る
階
層
を
以
下
に
ま
と

め
る
。
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
階
層
単
位
で
活
動
す

る
の
で
は
な
く
、
階
層
の
背
景
を
持
つ
個
人
と
し

て
活
動
す
る
。
ま
た
、
集
団
と
し
て
活
動
す
る
場

合
に
も
、
階
層
単
位
で
は
な
く
、
後
述
の
よ
り
細

分
化
さ
れ
た
利
益
集
団
と
な
る
。

①
労
働
者
。
中
国
で
は
伝
統
的
に
全
就
業
人
口

数
に
お
け
る
第
一
次
産
業
従
事
者
（
農
民
）
の
割

合
は
圧
倒
的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
○
年
代
後
半

か
ら
は
、
第
二
次
産
業
と
第
三
次
産
業
を
合
わ
せ

た
労
働
者
数
が
、
五
○
％
を
超
え
る
年
も
度
々
で

る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
成
長
に
よ
り
大
き
く
増

大
し
た
階
層
で
あ
り
都
市
居
住
者
の
多
く
を
占
め

る
。
そ
の
中
で
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
は
数
の
上
で
多

数
で
あ
り
潜
在
的
政
治
力
は
高
い
は
ず
で
あ
る
が
、

自
主
労
組
の
結
成
が
禁
じ
ら
れ
、
教
育
水
準
も
相

対
的
に
低
い
こ
と
か
ら
政
治
的
影
響
力
も
活
性
も

高
い
と
は
い
え
な
い
。

②
知
識
人
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
や
知
的

専
門
職
が
含
ま
れ
る
。
経
済
発
展
に
よ
る
教
育
水

準
の
向
上
に
よ
り
階
層
そ
の
も
の
が
数
的
に
成
長

し
た
こ
と
に
加
え
、
国
家
と
社
会
が
専
門
知
識
や

高
学
歴
を
よ
り
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
た

め
、
そ
の
存
在
感
は
増
し
て
い
る
。
政
治
へ
の
参

加
に
つ
い
て
は
、
公
聴
会
な
ど
へ
の
参
加
や
メ
デ

都
市
に
お
け
る
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
の
勃
興
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ィ
ア
で
の
発
信
、
政
府
へ
の
諮
問
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
影
響
力
は
大
き
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

知
識
人
特
有
の
政
治
に
対
し
て
冷
め
た
距
離
を
お

く
姿
勢
も
見
ら
れ
る
。

③
私
営
企
業
家
。
資
本
主
義
的
経
済
発
展
に
よ

っ
て
誕
生
し
た
新
興
か
つ
有
力
な
人
々
で
あ
る
。

政
治
参
加
の
意
欲
は
低
く
な
く
、
人
民
代
表
大
会

（
以
下
、
人
代
）
と
政
治
協
商
会
議
（
以
下
、
政

協
）
の
改
選
期
の
二
○
○
二
年
の
第
五
次
私
営
企

業
サ
ン
プ
ル
調
査
で
は
、「
こ
れ
か
ら
具
体
的
に

何
を
し
た
い
か
」
の
問
い
に
対
し
て
、
選
好
順
位

第
三
位
の
二
五
・
五
％
が
人
代
代
表
あ
る
い
は
政

協
委
員
へ
の
選
出
に
意
欲
を
表
明
し
て
い
る
。
ま

た
、
党
政
指
導
者
と
常
に
接
触
を
保
つ
と
い
う
、

い
わ
ば
間
接
的
政
治
参
加
を
志
向
し
た
回
答
も
二

○
○
二
年
で
二
二
・
四
％
、
二
○
○
四
年
（
第
六

次
調
査
）
で
三
一
・
六
％
で
あ
っ
た
（
調
査
の
数

値
は
参
考
文
献
⑤
、
五
○
ペ
ー
ジ
）。

⑵
利
益
集
団

政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
利
益
集
団
は
、
参
考

文
献
④
の
区
分
を
基
に
、
階
層
背
景
・
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
・
目
的
に
着
目
し
加
除
と
再
整
理
を
行
い
、

以
下
の
よ
う
に
分
類
し
た
。

①
企
業
・
業
種
団
体
。
企
業
と
企
業
家
で
組
織

す
る
社
会
団
体
の
頂
上
団
体
と
し
て
中
華
全
国
工

商
業
聯
合
会
・
中
国
民
間
商
会
、
略
称
工
商
聯
が

存
在
し
、
地
方
ご
と
に
地
名
を
冠
し
た
工
商
聯
・

総
商
会
が
置
か
れ
る
。
企
業
家
個
人
、
企
業
、
業

種
団
体
が
会
員
と
な
る
。
中
共
政
権
翼
賛
団
体
で

あ
る
「
人
民
団
体
」
の
一
つ
で
も
あ
り
、
工
商
界

の
利
益
を
集
約
し
政
協
や
人
代
な
ど
に
代
表
を
送

り
出
し
て
い
る
。
個
別
の
業
種
団
体
と
し
て
は
、

業
種
名
を
冠
し
た
行
業
協
会
や
同
業
公
会
・
同
業

商
会
が
あ
る
。
対
応
す
る
政
府
の
主
務
官
庁
と
の

パ
イ
プ
に
も
な
る
。
こ
こ
数
年
民
政
部
に
正
式
に

登
記
さ
れ
て
い
る
社
会
団
体
の
中
で
最
も
多
い
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
伸
び
率
も
最
も
高
い
（
参
考
文

献
③
）。
雇
用
者
団
体
と
し
て
は
中
国
企
業
家
協

会
と
中
国
企
業
聯
合
会
（
両
者
は
事
実
上
同
一
組

織
）
が
存
在
し
、
政
労
使
協
調
を
担
っ
て
い
る
。

私
営
企
業
家
の
団
体
と
し
て
は
、
全
国
組
織
の
個

体
労
働
者
協
会
と
そ
の
下
に
あ
る
各
地
の
個
体
・

私
営
企
業
協
会
が
あ
る
。

②
社
会
権
益
団
体
。
工
会
（
労
組
）、
全
国
婦

女
聯
合
会
、
残
疾
人
（
障
害
者
）
聯
合
会
な
ど
、

大
き
な
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
沿
っ
て
設
立
さ
れ
、

そ
の
権
益
を
代
弁
す
る
た
め
の
団
体
で
あ
る
。「
人

民
団
体
」
の
多
く
が
こ
の
区
分
に
な
る
。
近
年
で

は
社
会
状
況
に
合
わ
せ
て
消
費
者
保
護
協
会
や
保

護
未
成
年
人
協
会
な
ど
の
団
体
も
新
設
さ
れ
て
い

る
が
、
人
民
団
体
同
様
に
官
製
で
あ
り
政
府
の
統

制
下
に
あ
る
。

③
公
益
・
慈
善
団
体
。
急
速
な
経
済
発
展
の
歪

み
が
も
た
ら
し
た
社
会
・
自
然
環
境
の
悪
化
に
対

処
す
る
た
め
、
政
府
が
小
回
り
の
利
か
な
い
公
共

領
域
で
近
年
急
増
し
て
い
る
。
反
腐
敗
の
「
建
立

反
腐
敗
基
金
会
」
や
自
然
保
護
の
「
自
然
之
友
」

な
ど
が
あ
る
。
社
会
団
体
登
記
を
し
て
い
る
も
の

の
他
に
、
基
金
会
型
式
や
民
弁
非
企
業
の
体
裁
を

と
る
も
の
も
あ
る
。
民
間
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
設

立
さ
れ
、
問
題
意
識
が
高
い
こ
と
か
ら
活
動
は
活

発
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

④
同
好
団
体
。
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
価
値

観
が
多
様
化
し
た
社
会
で
は
、
大
衆
の
嗜
好
も
様

々
に
発
展
し
、
趣
味
的
な
団
体
も
形
成
さ
れ
る
。

文
化
・
体
育
団
体
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
多
く
、

何
ら
か
の
政
府
機
関
を
主
務
官
庁
と
す
る
。
嗜
好

に
関
わ
る
特
定
の
政
策
領
域
、
例
え
ば
駐
車
場
行

政
に
関
し
て
マ
イ
カ
ー
団
体
が
圧
力
団
体
と
し
て

機
能
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

⑤
専
門
団
体
。
学
術
職
能
団
体
が
含
ま
れ
る
。

学
会
・
研
究
会
を
名
乗
る
も
の
や
、
律
師
協
会

（
弁
護
士
会
）、
会
計
士
協
会
な
ど
が
あ
る
。
一

般
に
知
的
階
層
や
技
能
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

お
り
、
専
門
的
知
識
を
ま
す
ま
す
重
視
す
る
よ
う

に
な
っ
た
社
会
と
政
府
に
対
し
て
一
定
の
発
言
権

を
持
ち
う
る
。
政
策
へ
の
諮
問
的
役
割
や
そ
の
職

種
の
権
益
擁
護
の
役
割
も
果
た
す
。

⑥
争
点
志
向
型
臨
時
団
体
。
特
定
の
政
策
や
イ

シ
ュ
ー
に
同
じ
関
心
を
示
す
人
々
に
よ
っ
て
臨
時

に
結
成
さ
れ
る
団
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
政
治
的

「
自
由
の
隙
間
」
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
民
間
損
害
賠

償
請
求
の
支
援
団
体
や
、
特
定
の
産
業
政
策
策
定

時
に
形
成
さ
れ
る
企
業
や
団
体
に
よ
る
緩
や
か
な

連
合
体
な
ど
が
あ
る
。
特
定
の
争
点
が
解
決
さ
れ

る
か
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
解
散
す
る
。
基
本
的
に
社

会
団
体
登
録
は
さ
れ
な
い
。

⑦
社
区
。
資
本
主
義
化
に
伴
い
、
単
位
が
解
体

さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
社
区
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
）
が
置
か
れ
た
。
社
区
居
民
委
員
会
は
都
市
末

端
の
自
治
組
織
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
地
域
の
利

アジ研ワールド・トレンド No.130（2006．７）─45─アジ研ワールド・トレンド No.130（2006．７）



特集／現代中国の政治変容

益
を
代
弁
す
る
機
能
も
有
し
て
お
り
、
都
市
計
画

な
ど
に
よ
っ
て
居
住
環
境
や
住
居
へ
の
損
害
が
出

た
場
合
に
は
地
方
政
府
と
の
交
渉
に
あ
た
る
。

●
政
治
参
加
の
形
態

⑴
制
度
的
参
加

上
に
挙
げ
た
各
種
の
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、

公
的
に
認
め
ら
れ
た
諸
制
度
を
通
じ
て
政
策
決
定

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
そ
の

類
型
を
分
類
す
る
。

①
人
代
選
挙
。
人
代
代
表
へ
の
立
候
補
や
支
持

す
る
候
補
へ
の
投
票
は
最
も
正
統
な
政
治
参
加
と

い
え
よ
う
。
代
表
と
な
れ
ば
、
立
法
や
監
査
を
通

じ
て
の
政
府
機
関
へ
の
直
接
の
圧
力
行
使
が
可
能

と
な
る
。
中
共
に
公
認
さ
れ
た
個
人
や
人
民
団
体

が
当
選
に
有
利
と
な
る
。

②
中
共
へ
の
加
入
。
党
員
と
な
り
、
党
の
基
層

組
織
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
党
代
表
に
立
候
補
す

る
か
投
票
に
よ
っ
て
政
治
参
加
を
行
う
。
ま
た
、

党
代
表
と
な
り
党
組
織
の
階
梯
を
上
れ
ば
、
政
治

的
影
響
力
は
非
常
に
増
大
す
る
。

③
政
協
委
員
選
出
。
政
協
委
員
は
一
般
選
挙
で

は
な
い
が
、
政
協
を
構
成
す
る
人
民
団
体
に
所
属

し
て
い
れ
ば
、
委
員
と
な
る
可
能
性
や
選
出
過
程

へ
の
参
加
は
あ
り
得
る
。

④
人
代
代
表
や
政
協
委
員
と
の
接
触
。
彼
ら
は

民
意
代
表
で
あ
り
、
定
期
的
に
選
出
母
体
の
選
挙

区
や
団
体
の
構
成
員
と
接
触
を
持
ち
、
陳
情
を
受

け
付
け
て
い
る
。

⑤
政
府
の
主
務
官
庁
や
そ
の
指
導
者
と
の
パ
イ

プ
。
主
務
官
庁
を
持
つ
利
益
団
体
は
、
両
者
の
間

の
パ
イ
プ
を
通
じ
て
利
益
や
意
向
を
政
府
機
関
に

伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
政
策
公
聴
会
。
近
年
、
各
種
の
公
共
政
策
策

定
に
関
し
て
事
前
に
公
聴
会
が
開
か
れ
る
ケ
ー
ス

が
増
え
て
い
る
。
利
害
関
係
者
と
な
る
業
種
団
体

や
企
業
、
諮
問
的
な
意
味
で
知
識
人
・
専
門
家
や

弁
護
士
、
そ
し
て
一
般
住
民
も
呼
ば
れ
て
意
見
陳

述
を
す
る
。

⑦
信
訪
と
上
訪
。
政
府
機
関
に
対
す
る
陳
情
や

苦
情
申
立
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
各
機
関
へ
の
窓

口
設
置
が
法
制
化
さ
れ
て
お
り
、
広
く
行
わ
れ
て

い
る
。
団
体
の
後
ろ
盾
や
、
社
会
経
済
的
地
位
の

な
い
個
人
が
用
い
う
る
手
段
で
あ
る
。

⑧
行
政
訴
訟
。
市
民
や
企
業
家
が
自
身
の
利
益

を
守
る
た
め
、
政
府
機
関
に
対
し
て
行
政
訴
訟
を

起
こ
し
勝
訴
す
る
ケ
ー
ス
も
近
年
稀
で
は
な
い
。

行
政
関
連
訴
訟
の
大
部
分
は
、
関
税
、
特
許
、
商

標
、
工
商
許
認
可
、
財
政
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

行
政
訴
訟
の
主
体
は
企
業
・
企
業
主
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
も
社
区
住
民
が
都

市
計
画
を
巡
っ
て
訴
訟
を
起
こ
す
場
合
も
散
見
さ

れ
る
。

⑵
非
制
度
的
参
加

制
度
的
な
方
法
に
よ
る
政
治
参
加
と
は
別
に
、

各
種
の
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
は
、
制
度
外
の
、

あ
る
い
は
非
公
式
な
方
法
で
も
政
策
決
定
に
影
響

を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。
主
な
類
型
に
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
（
①
、
②
の
類
型
は
参
考
文
献

④
よ
り
）。

①
党
・
政
府
内
部
に
お
け
る
代
弁
者
や
ロ
ビ
イ

ン
グ
。
党
・
政
府
機
関
の
賛
同
者
や
個
別
の
政
治

家
や
官
僚
へ
の
説
得
を
行
う
。
党
・
政
府
に
お
け

る
利
益
の
代
弁
者
を
捜
す
こ
と
を
指
す
。
私
営
企

業
家
、
企
業
・
業
種
団
体
の
他
に
、
公
益
促
進
団

体
が
「
公
益
上
の
同
盟
者
」
を
探
す
活
動
も
見
ら

れ
る
。

②
物
質
的
利
益
の
提
供
。
収
賄
や
官
僚
の
互
助

組
織
へ
の
寄
付
行
為
、
あ
る
い
は
政
策
を
ス
ム
ー

ズ
に
施
行
す
る
た
め
の
政
府
機
関
へ
の
物
質
的
協

力
を
指
す
。
私
営
企
業
家
・
企
業
に
よ
る
収
賄
が

最
も
目
に
付
く
が
、
公
益
促
進
団
体
が
彼
ら
の
促

進
す
る
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
、
政
府
機
関
に

物
質
的
協
力
を
行
う
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。

③
メ
デ
ィ
ア
・
与
論
に
よ
る
圧
力
。
電
波
メ
デ

ィ
ア
、
新
聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
広
く

世
間
に
訴
え
圧
力
を
形
成
す
る
こ
と
を
指
す
。
社

会
的
威
信
を
持
つ
知
識
人
に
よ
る
発
信
や
、
知
名

度
と
経
済
力
の
あ
る
私
営
企
業
家
に
よ
る
宣
伝
攻

勢
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
労
働
者
個
人
に
よ
る
不

正
告
発
な
ど
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

④
政
府
関
係
者
と
の
人
間
関
係
。
友
人
、
知
人
、

親
族
が
政
府
関
係
者
に
い
れ
ば
、
そ
の
人
物
を
頼

っ
て
利
益
や
意
見
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
い
か
な
る
社
会
で
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
が
、

特
に
中
国
社
会
が
伝
統
的
に
人
間
関
係
を
重
視
す

る
社
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
取
り
上
げ
た
。

や
は
り
経
済
・
社
会
的
地
位
の
高
い
階
層
が
有
利

な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑤
示
威
行
動
。
デ
モ
、
座
り
込
み
、
政
府
機
関

の
取
り
囲
み
等
が
含
ま
れ
る
。
以
上
全
て
の
制
度

・
非
制
度
両
方
の
手
段
に
訴
え
る
だ
け
の
資
源
を
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持
た
な
か
っ
た
り
、
信
訪
や
メ
デ
ィ
ア
で
採
り
上

げ
ら
れ
ず
、
行
政
訴
訟
を
起
こ
す
知
識
や
資
力
を

持
た
な
い
個
人
お
よ
び
団
体
の
最
終
手
段
で
あ
る
。

主
と
し
て
労
働
者
や
社
区
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
団

体
が
用
い
る
。

●
注
目
さ
れ
る
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
中
国
で
は
多
く
の
社
会

的
政
治
ア
ク
タ
ー
が
、
多
様
な
方
式
で
政
策
決
定

過
程
に
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
も
と

り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
私
営
企
業
家
と
彼
ら

を
含
む
企
業
・
業
種
団
体
で
あ
る
。
私
営
企
業
家

は
、
社
会
経
済
的
な
地
位
の
上
昇
に
伴
い
、
政
治

的
影
響
力
も
上
昇
し
て
い
る
。
財
力
や
社
会
的
地

位
が
大
き
な
影
響
を
持
つ
非
制
度
的
参
加
の
①
〜

④
を
は
じ
め
、
制
度
的
参
加
の
①
〜
③
に
つ
い
て

も
私
営
企
業
家
の
進
出
が
華
々
し
い
。

人
代
代
表
に
お
け
る
私
営
企
業
家
の
比
率
は
、

第
一
○
期
の
工
業
界
代
表
中
、
全
人
代
で
六
六
％

強
に
も
な
り
、
幾
つ
か
の
地
級
市
人
代
で
は
九
○

％
を
越
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
参
考
文
献
②
、
四

○
六
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
私
営
企
業
家
中
の
党
員

比
率
は
二
○
○
○
年
の
二
○
％
弱
か
ら
二
○
○
四

年
に
は
約
三
四
％
と
な
り
（
参
考
文
献
⑤
、
五
○

ペ
ー
ジ
）、
二
○
○
二
年
の
第
一
六
回
党
大
会
で

は
、『
フ
ォ
ー
ブ
ス
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
三
人
の

富
豪
を
は
じ
め
少
な
く
と
も
計
六
人
が
初
の
私
営

企
業
家
出
身
の
全
国
党
代
表
と
な
っ
て
い
る
。
政

協
委
員
に
お
け
る
私
営
企
業
家
比
率
は
、
一
九
九

○
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
か
け
て
六
二
％
の
伸
び

を
記
録
し
、「
私
営
企
業
の
故
郷
」
温
州
市
で
は

二
○
○
二
年
の
全
国
政
協
へ
の
代
表
委
員
は
全
員

が
私
営
企
業
家
で
あ
っ
た
（
参
考
文
献
①
、
四
二

〜
四
三
ペ
ー
ジ
）。

候
補
者
選
定
や
投
票
が
完
全
に
自
由
で
は
な
い

選
挙
で
の
公
職
大
量
当
選
は
、
私
営
企
業
家
に
対

す
る
中
共
の
強
い
支
持
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

背
景
に
は
、
一
九
九
九
年
改
憲
で
の
私
営
企
業
の

重
要
性
明
文
化
、
二
○
○
一
年
の
七
一
講
話
と
二

○
○
三
年
中
共
党
規
約
改
正
で
の
「
資
本
家
」
入

党
解
禁
、
二
○
○
四
年
改
憲
で
の
私
有
財
産
の
保

護
文
言
盛
り
込
み
等
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
、
中

共
に
よ
る
私
営
企
業
家
取
り
込
み
政
策
が
あ
る
。

新
興
か
つ
有
力
な
社
会
勢
力
で
あ
る
私
営
企
業
家

を
、
統
治
連
合
（ruling coalition

）
に
引
き
込
ん

だ
の
で
あ
る
。
党
・
国
家
エ
リ
ー
ト
と
私
営
企
業

家
と
の
同
盟
関
係
は
深
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
も
最
有
力
な
社
会
的
政
治
ア
ク
タ
ー
と
呼
べ
る

で
あ
ろ
う
。

企
業
・
業
種
団
体
に
つ
い
て
は
、
温
州
で
の
活

発
な
活
動
を
除
け
ば
、
出
自
に
お
け
る
官
製
・
半

官
製
や
、
国
家
機
関
と
の
あ
ま
り
に
密
接
な
関
係

に
よ
っ
て
、
自
発
性
や
自
律
性
が
低
い
と
評
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
政
治
的
な
実
力
を
つ

け
つ
つ
あ
る
私
営
企
業
家
の
半
数
以
上
は
何
ら
か

の
企
業
・
業
種
団
体
に
加
入
し
て
お
り
、
八
六
％

が
業
種
利
益
と
権
益
の
擁
護
、
七
六
％
が
政
府
機

関
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
機
能
強
化
を
望
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
近
い
将
来
に
圧
力
団
体
と
し
て
役
割
を

果
た
す
可
能
性
は
充
分
に
あ
り
得
る
（
以
上
の
数

値
は
第
六
次
調
査
、
参
考
文
献
⑤
、
五
一
〜
五
二

ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
政
府
側
も
、
企
業
や
業
界
へ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
直
接
行
う
の
で
は
な
く
、

「
小
さ
な
政
府
」
実
現
の
た
め
、
中
間
団
体
を
活

用
す
る
意
向
が
強
く
、
企
業
・
業
種
団
体
の
育
成

に
熱
心
で
も
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

（
わ 

た
な
べ　

た
け
し
／
杏
林
大
学
総
合
政
策

学
部
専
任
講
師
）

《
参
考
文
献
》

①
渡
辺
剛
「
都
市
に
お
け
る
社
会
側
政
治
ア
ク
タ

ー
と
そ
の
行
動
の
諸
類
型
」
佐
々
木
智
弘
編

『
現
代
中
国
の
政
治
変
容
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
二
○
○
五
年
。

②
白
鋼
主
編
、
史
衛
民
・
劉
智
『
間
接
選
挙　

上
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
○
○
四
年
。

③
民
政
部
財
務
和
機
関
事
務
司
編
『
中
国
民
政
統

計
年
鑑
』
中
国
統
計
出
版
社
、
各
年
度
。

④
社
会
利
益
集
団
的
形
成
及
其
対
地
方
政
治
的
影

響
課
題
組
「
社
会
利
益
集
団
的
形
成
與
中
国
的

政
治
発
展
」
黄
衛
平
・
汪
永
成
主
編
（
深

大

学
当
代
中
国
政
治
研
究
所
編
）『
当
代
中
国
政

治
研
究
報
告
Ⅱ
』
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版

社
、
二
○
○
三
年
。

⑤
中
華
全
国
工
商
業
聯
合
会
・
中
国
民
（
私
）
営

経
済
研
究
会
主
編
『
中
国
私
営
経
済
年
鑑
（
二

○
○
二
│
二
○
○
四
年
六
月
）』
北
京
、
中
国

致
公
出
版
社
、
二
○
○
五
年
。
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